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議第１号 

   橿原市行政不服審査法施行条例の一部改正について 

 橿原市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成３１年３月１日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例 

 橿原市行政不服審査法施行条例（平成２８年橿原市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第７条中「５人」を「８人以内」に改める。 

第１１条の次に次の１条を加える。 

（部会） 

第１１条の２ 審査会に、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

４ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する委員が、その職務を代理する。 

６ 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることが

できる。 

７ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審査会」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の

委員」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際、現に調査審議が行われている事件については、その調査審

議を行っている橿原市行政不服審査会の委員（以下「委員」という。）をもって、この

条例による改正後の橿原市行政不服審査法施行条例第１１条の２に規定する部会が置

かれたものとみなし、当該部会により引き続き調査審議を行うものとする。この場合に



2 

おいて、当該部会の部会長は各事件の調査審議において議長を務める者をもって充てる。 

 （任期の特例） 

第３条 この条例の施行の日から平成３２年６月３０日までの間に新たに委嘱する委員の

任期は、橿原市行政不服審査法施行条例第８条第２項の規定にかかわらず、平成３２年

６月３０日までとする。 

 

 

理由 行政不服審査会の調査審議を円滑に行うことを目的として、行政不服審査会に部会

を設置するため、所要の改正を行うもの 



 

議第２号 

橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成３１年３月１日提出 

橿原市長 森下 豊 

橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年橿原市条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務

に関し必要な事項は、別に規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

理由 労働基準法の改正により労働者の時間外労働等の上限が定められたことに伴い、市

の職員について同様の制限を行うため、所要の改正を行うもの 
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議第３号 

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

 橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成３１年３月１日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

 別表中 

「 

橿原市健康づくり推進協議

会 

健康づくりの推進に必要な事項に

ついての審議に関する事務 

１０人以内 

                                    」 

を 

「 

橿原市健康づくり推進協議

会 

健康づくりの推進に必要な事項に

ついての審議に関する事務 

１０人以内 

橿原市自殺対策連絡協議会 自殺対策事業の推進に必要な事項

についての審議に関する事務 

１２人以内 

                                    」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原

市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 
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橿原市健康づくり推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

                                     」 

 を 

 「 

橿原市健康づくり推進協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市自殺対策連絡協議会の委員 日額 １０，０００ 〃 

                                     」 

に改める。 

 

 

理由 執行機関の附属機関として、新たに橿原市自殺対策連絡協議会を設置するため、所

要の改正を行うもの 
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議第４号 

橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部改正について 

橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

平成３１年３月１日提出 

橿原市長 森下 豊 

橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 

（橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和４８年橿原市条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第１条の２ この条例において「未就学児」とは、１歳から６歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者をいう。 

２ この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社

会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。 

 第２条第２項中「満」を削る。 

第３条第１項中「を対象者に支給して」を「について」に改め、同条の次に次の１

条を加える。 

（助成の方法） 

第３条の２ 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申

請に基づいて支給する。 

２ 対象者が未就学児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供さ

れる情報に基づき審査支払機関から市長に当該給付に要した費用の額その他助成金

の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の規定による対象者からの申

請があったものとみなす。 

３ 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合

は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、第１項の規定にかかわらず、対象者への

助成があったものとみなす。 
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第４条に次の１項を加える。 

３ 市長は、第１項の証明書を交付した者が対象者でないことを知ったときは、当該

者に対し規則で定めるところにより証明書を返還するよう命じることができる。 

（橿原市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市子ども医療費の助成に関する条例（昭和４８年橿原市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。 

第１条の２中「満」を削り、同条に次の１項を加える。 

３ この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社

会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。 

第３条第１項中「を対象者に支給して」を「について」に改め、同条の次に次の１

条を加える。 

（助成の方法） 

第３条の２ 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申

請に基づいて支給する。 

２ 第２条の規定により助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては、前項の規定に

かかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から市長に当該

給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、

同項の規定による対象者からの申請があったものとみなす。 

３ 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合

は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、第１項の規定にかかわらず、対象者への

助成があったものとみなす。 

第４条に次の１項を加える。 

３ 市長は、第１項の証明書を交付した者が対象者でないことを知ったときは、当該

者に対し規則で定めるところにより証明書を返還するよう命じることができる。 

（橿原市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第３条 橿原市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（昭和５３年橿原市条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 
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第１条の２ この条例において「未就学児」とは、出生の日から６歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある者をいう。 

２ この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社

会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。 

第２条第１項第１号中「満１８歳」を「１８歳」に改める。 

第３条第１項中「を対象者に支給して」を「について」に改め、同条の次に次の１

条を加える。 

（助成の方法） 

第３条の２ 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者の申請に

基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若

しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者（以下「保護者等」という。）

の申請に基づいて支給することができる。 

２ 対象者が未就学児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供さ

れる情報に基づき審査支払機関から市長に当該給付に要した費用の額その他助成金

の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の規定による対象者又は保護

者等からの申請があったものとみなす。 

３ 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合

は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、第１項の規定にかかわらず、対象者への

助成があったものとみなす。 

第４条に次の１項を加える。 

３ 市長は、第１項の証明書を交付した者が対象者でないことを知ったときは、当該

者に対し規則で定めるところにより証明書を返還するよう命じることができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例、橿原市子ども

医療費の助成に関する条例及び橿原市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、
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同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

 

理由 未就学児に対する医療費の助成方法について、償還方式から現物給付方式に変更す

るため、所要の改正を行うもの 



 

議第５号 

橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正について 

橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

平成３１年３月１日提出 

橿原市長 森下 豊 

橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成１３年橿原市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条の２第６号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を

含む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した

場合を含む。）」を加え、同条第７号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大

学の前期課程を含む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期

課程を修了した場合を含む。）」を加える。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により、一般廃棄物処理

施設の技術管理者の資格に係る基準の整備が行われたため、所要の改正を行うもの 
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議第６号 

   橿原市手数料徴収条例の一部改正について 

 橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成３１年３月１日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２５の項事務の欄中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改める。 

別表第３４の項事務の欄中「第５３条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

別表第３４の２の項事務の欄中「第５３条第５項第３号」を「第５３条第６項第３号」

に改める。 

別表第４４の２の項事務の欄中「第６７条の３第３項第２号」を「第６７条第３項第２

号」に改める。 

別表第４４の３の項事務の欄中「第６７条の３第５項第２号」を「第６７条第５項第２

号」に改める。 

別表第４４の４の項事務の欄中「第６７条の３第９項第２号」を「第６７条第９項第２

号」に改める。 

別表第５６の項を同表第５６の５の項とし、同項の前に次のように加える。 

５６ １の既存不適格建

築物の用途変更を含む

工事を２以上の工事に

分けて行う場合の全体

計画認定申請手数料 

建築基準法第８７条の２第１項

の規定に基づく１の既存不適格

建築物の用途変更を含む工事を

２以上の工事に分けて行う場合

の全体計画認定の申請に対する

審査 

１件につき 

２７，０００円 

５６の２ １の既存不適

格建築物の用途変更を

含む工事を２以上の工

事に分けて行う場合の

全体計画認定の変更申 

建築基準法第８７条の２第２項

の規定に基づく１の既存不適格

建築物の用途変更を含む工事を

２以上の工事に分けて行う場合

の全体計画認定の変更申請に対 

１件につき 

２７，０００円 
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請手数料 する審査  

５６の３ 建築物の用途

を変更して一時的に他

の用途として使用する

建築物の特例許可申請

手数料 

建築基準法第８７条の

３第５項の規定に基づ

く建築物の用途を変更

して一時的に他の用途

として使用する建築物

の特例の許可の申請に

対する審査 

他の用

途とし

て使用

する期

間が３

月以内

の建築

物 

１件につき 

６０，０００円 

他の用

途とし

て使用

する期

間が３

月を超

える建

築物 

１件につき 

１２０，０００円 

５６の４ 建築物の用途

を変更して１年を超え

て使用する特別の必要

がある建築物の特例許

可申請手数料 

建築基準法第８７条の３第６項

の規定に基づく建築物の用途を

変更して１年を超えて使用する

特別の必要がある建築物の特例

の許可の申請に対する審査 

１件につき 

１６０，０００円 

 別表第５８の項、第６１の項、第６４の項及び第６６の項中「第８７条の２」を「第８

７条の４」に改める。 

   附 則 

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日

又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 

理由 建築基準法の一部改正により、建蔽率、既存建築物の用途変更に伴う工事及び既存
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建築物の一時的な用途変更による使用に関する規定の整備が行われたため、これらの

認定及び許可の申請の手数料を規定するもの 
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議第７号 

橿原市空家等対策の推進に関する条例の制定について 

橿原市空家等対策の推進に関する条例を次のように定める。 

   平成３１年３月１日提出 

                            橿原市長 森下 豊    

   橿原市空家等対策の推進に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、本市における空家等の適切な管理の実施の

ために必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び財産を保護し、生活環境

を保全するとともに、美しい景観を維持し安心安全なまちづくりの推進に寄与すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、「特定空家等候補」とは、空家等のうち、適切な管理がされて

おらずそのまま放置すれば特定空家等になるおそれがあると認められるものをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の定めるとこ

ろによる。 

（情報提供） 

第３条 市の区域に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者は、適切な管理が行われて

いない空家等を発見したときは、市に対し、その情報を提供することができる。 

 （所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第４条 法第１２条の規定によるもののほか、市は、特定空家等候補であると認められる

ものについては、その所有者等に対し、適切な管理を促進するための指導を行うことが

できる。 

 （緊急安全措置） 

第５条 市長は、適切な管理がされていない空家等に倒壊その他著しい危険が切迫し、こ

れにより人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると

認めるときは、必要最小限度の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委託した者

に行わせることができる。 

２ 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ
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ったときは、これを提示しなければならない。 

３ 市長は、第１項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当

該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、過失がなくて当該所有者等を

確知することができない場合にあっては、その旨を公告することをもって足りる。 

４ 市長は、第１項に規定する措置に要した費用を、当該所有者等に対し請求することが

できる。 

（関係行政機関等との連携） 

第６条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、警察その他の関係

行政機関及び自治会その他の地域住民の組織する団体に対し、適切な管理がされていな

い空家等に関する情報を提供し、必要な協力を求めることができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則    

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

理由 空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、市内の空家等に関する

対策を推進していくため新たに条例を制定するもの 
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議第８号 

橿原市上水道給水条例の一部改正について 

橿原市上水道給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成３１年３月１日提出 

橿原市長 森下 豊 

橿原市上水道給水条例の一部を改正する条例 

橿原市上水道給水条例（昭和３６年橿原市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第４４条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程（以下

「専門職大学前期課程」という。）を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（専門職

大学前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同条第６号中「よる」を「基づく」

に改め、同条第８号中「又は水道環境」を削る。 

第４５条第２号中「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了し

た後）」を、「同項第３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（専門職大学前期課

程にあっては、修了した者）」を加え、同条第４号中「卒業した」の次に「（当該学科

目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。）」を、「同項第３号に規定す

る学校の卒業者」の次に「（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同

じ。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の

規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科

目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の橿原市上水道給水条例

第４４条第８号の適用については、同法第４条第１項の規定による第二次試験のうち

上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水

道を選択したものとみなす。 
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理由 水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正により、布設工事監督者及び水道技

術管理者の資格に係る基準の整備等が行われたため、所要の改正を行うもの 


